
建物の使用を開始する方へ 
 

 

 渋谷消防署では、使用を開始する建物の住所により、下表のとおり事務担当区域が分かれておりま

す。ご自身が届出される建物の住所を確認していただき、お問合せください。 

なお、建物全体の延べ面積が１０００㎡を超えるもの及び１１階建以上の建物は、受持区域にかか

わらず渋谷消防署にお問合わせください。 

 受   持   区   域 

渋谷消防署 

所在：渋谷区神南１－８－３ 

TEL：０３－３４６４－０１１９ 

宇田川町、神南一丁目、神南二丁目、代々木神園町 

渋谷一丁目から渋谷四丁目まで 

神宮前一丁目から神宮前六丁目まで、東一丁目 

恵比寿出張所 

所在：渋谷区恵比寿４－１９－２４ 

TEL：０３－３４４０－０１１９ 

東二丁目から東四丁目まで、広尾一丁目から広尾五丁目まで 

恵比寿一丁目から恵比寿四丁目まで 

恵比寿南一丁目から恵比寿南三丁目まで 

恵比寿西一丁目、恵比寿西二丁目 

松濤出張所 

所在：渋谷区松濤１－２５－１４ 

TEL：０３－３４６９－０１１９ 

松濤一丁目、松濤二丁目、道玄坂一丁目、道玄坂二丁目 

桜丘町、南平台町、鴬谷町、円山町、神泉町 

鉢山町、猿楽町、代官山町 

代々木出張所 

所在：渋谷区本町１－６－６ 

TEL：０３－３３７８－０１１９ 

本町一丁目から本町六丁目まで、代々木三丁目、代々木四丁目 

笹塚一丁目から笹塚三丁目まで、初台一丁目、初台二丁目 

幡ヶ谷一丁目から幡ヶ谷三丁目まで 

富ヶ谷出張所 

所在：渋谷区富ヶ谷１－２９－１７ 

TEL：０３－３４６５－０１１９ 

代々木五丁目、元代々木町、富ヶ谷一丁目 

上原一丁目から上原三丁目まで、富ヶ谷二丁目、神山町 

大山町、西原一丁目から西原三丁目まで 

原宿出張所 

所在：渋谷区代々木１－２－１５ 

TEL：０３－３３７５－０１１９ 

千駄ヶ谷一丁目から千駄ヶ谷六丁目まで 

代々木一丁目、代々木二丁目 

  


